
就労準備科（精神障害者対象） 
平成２０年度 毎月開講 

 
神奈川障害者職業能力開発校  

あなたのやる気を応援します！実践能力を高めて就職！

● この訓練は、就職意欲のある精神障害者の皆さんを対象に、かながわ精神障害就労支援事

業所の会が、実習企業を提供して就労準備訓練を実施するものです。 

【実施団体】NPO 法人 かながわ精神障害者就労支援事業所の会 

【申込先は各ハローワークとなります。】 

「トライ！」は県が実施する 
   障害者を対象とした公共職業訓練です。 



訓練時間 

教材費等 

訓練期間 

訓練会場 

就労準備科 対象：精神障害者 定員：各回３名 

 

 

自分の障害特性・職業能力を理解し、企業で「働く」ことへの調整と自

己管理能力を高め、週１５時間から２０時間の就労ができる人材を目指

します。 

 

 

 

 講義・企業実習を通して社会人としての心構えやマナーを身につけ、職

業人としての自立するための力、また、現在の自分の能力を正しく理解

し適切な就職先を絞り込める力を習得します。 

 

 

 就職支援講座                    （５２Ｈ） 

自分を知る 

就労に向けての自分の状態を知る・病気・薬について学ぶ・ 

対人関係を良く保つための技術等 

  仕事の探し方 

求人広告の読み方・探し方のポイント 

ハローワーク・障害者就労支援機関を利用する 

履歴書の書き方・面接の予約の取り方・電話のかけ方・ 

面接の受け方 

  就職してから「こんな時どうするの？」 

（遅刻・欠勤の連絡、質問したい時、ミスをした時） 

  職場定着で大切なこと 

企業実習 実習                  （１２０Ｈ） 

個別面談 個別目標の設定と確認、履歴書・経歴書の書き方と面接方

法、面接会の参加方法、ハローワーク同行訪問等（８Ｈ） 

  

 

清掃関係、調理補助、事務補助、倉庫内軽作業、接客業等 

 （訓練を行うことで就職が約束されるものではありません。） 

 

 

5 月生 横浜市港南区 

6 月生 大和市 

7 月生  〃 

8 月生 藤沢市 

9 月生  〃 

１ 0月生 横浜市港南区 

１１月生  〃 

１ 2月生 相模原市 

1 月生  〃 

（場合によって変更あり） 

 

 

 

３カ月 

 

 

 

９：３０ ～ 1４：３０の

間の４時間程度 

（場合によって変更あり） 

 

 

 

約１,０００円 

● 訓練期間等 

５月生 … 平成２０年 ５月１日（木） から  ７月３１日（木）まで 

６月生 … 平成２０年 ６月２日（月） から  ８月２９日（金）まで 

７月生 … 平成２０年 ７月１日（火） から  ９月３0 日（火）まで 

８月生 … 平成２０年 ８月１日（金） から １０月３１日（金）まで 

９月生 … 平成２０年 ９月１日（月） から １１月２８日（金）まで 

１０月生 … 平成２０年１０月１日（水） から １２月２４日（水）まで 

１１月生 … 平成２０年１１月４日（火） から  １月３０日（金）まで 

１２月生 … 平成２０年１２月１日（月） から  ２月２７日（金）まで 

１月生 … 平成２１年 １月７日（水） から  ３月２４日（火）まで 
 

※  講座の訓練内容や実習場所により、１日の訓練時間等が変動する場合があります。  

こんな人材をめざします 

こんな技術を習得します！ 

学科・実技 

主な就職先は？ 

－２－ 



●必要な経費 

 

① 入学金、受講料は無料です。（ただし、教材費 １,０００円程度は自己負担です。） 

② 訓練中の災害を補償するため、職業訓練生総合保険に全員加入していただきます。 

（自己負担額：３ヵ月コース １,８００円 振込料別途） 

③ 訓練会場までの交通費、昼食代は自己負担となります。 

④ その他 

障害者に配慮した訓練を実施しますが、手話通訳、ガイドヘルパーや介助員等の用意はありま

せん。 

 

● 対 象 者 
 

公共職業安定所に障害者として求職登録をした精神障害のある方で、次の項目のすべてを満たす方。 

（１）精神障害者保健福祉手帳を所持している方又は症状が安定しており職業訓練期間の受講が可能な方。 

（２）自力で訓練会場へ通所可能な方（ガイドヘルパー等の用意はありません） 

（３）職業訓練期間の受講が可能な方 

 

● 応 募 方 法  

○応募上の注意： 

（１） この訓練は雇用保険の延長給付及び訓練手当の対象訓練ではありません。 

（２） 応募時に他の公共職業訓練を受講している方は、受講資格はありません。 

（３） 過去１年以内に公共職業訓練を受講した方は、応募できません。 

（ただし、神奈川障害者職業能力開発校長が認めた方は、この限りではありません） 

（４） 電話やＦＡＸでの応募は、受付けておりません。 

（５）「障害者就職促進委託訓練申込書」は、一切返却いたしません。 

○応募手続き：次の手順で、受付期間に応募者ご本人が手続きをしてください。（代筆可）  

 

受付 期間 ：随時（土日祝日除く） 

受付時間 ：８：３０～１２：００、１３：００～１７：００ 

受付場所 ：住所を管轄するハローワーク（公共職業安定所） 

 

（１）「障害者就職促進委託訓練申込書」の必要事項を記入し、精神障害者保健福祉手帳（または

主治医の意見書）を持参のうえ、住所を管轄するハローワ―ク（公共職業安定所）の障害者担当窓

口に 受付期間内に提出してください。 
雇用保険受給資格者の方は、必ず雇用保険受給資格者証を持参してください。 

（２）面接を実施させていただきます 

 －３－ 



● 面 接 日  

訓練月の前月 ２１日（土日祝日の時は別途） 

面接日時は各公共職業安定所申込受付時にお知らせします。 

 

 

 

●  面 接 会 場 

各回ともウィリング横浜です。（変更になるときもあります） 

面接の部屋番号は２Ｆエレベーター乗降口に張り出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  選 考 方 法 
（１） 面接により神奈川障害者職業能力開発校長が、受講者を決定します。 
（２） 受講の可否は、神奈川障害者職業能力開発校より本人宛に通知を発送します。 

（３）電話等による受講可否のお問い合わせは、一切受付けません。 

 

●  そ の 他 
（１） 受講が決定した方は、神奈川障害者職業能力開発校の訓練生として受講していただくことになります。 

（２） 受講が決定した方には、訓練を円滑に実施するために、「同意書」を提出していただきます。 

（３） 個人情報については「個人情報保護法」及び「神奈川県個人情報保護条例」により取り扱っており、

皆様の個人情報について、この訓練を実施する目的以外に使用することは一切ありません。 

（４） 欠席が多いなど修了要件を満たさない場合、約束事が守れないなどで訓練の実施に問題が生じた場合

は、訓練の継続ができなくなる場合があります。 

（５） 訓練会場へは、公共交通機関を利用してください。 

面接日        月    日      時    分

－４－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講への流れ

※手帳（意見書）も忘れずご持参ください ハローワークで申し込みます 

面    接 

受講決定通知 

専門援助部門で求職登録を 

してください 

ハローワークに求職登録していますか 

「トライ！」の募集パンフレット 

（申込書）を持っていますか ハローワーク等で入手します

ＮＯ 

ＮＯ 

訓練内容の説明会 

※必ずしも参加していなければ申し込みが出来な

いわけではありません。内容等をくわしくお知り

になりたい方は、お気軽にお問い合わせください

※申し込み時に、面接の時間を決定します 

就職・就業していない 

精神障害者保健福祉手帳または 

（医師の意見書）を持っていますか

ＮＯ 

◎ 精神障害者の方は、医師もしくは支援機関
に受講が可能であることを推薦していた
だく欄があります 

※申請中の方も応募できます 

 
就職したいなぁ 

手帳取得の手続きをす

るか、医師の意見書をも

らってください 

い 

YES

受    講 

※受講できない方にも結果通知をお送りします 

YES     

YES     

YES

※申込書はコピーで構いません 

※職業訓練生総合保険に加入します 

－５－ 

 



 
 

 

平成２０年度の通年コース 
 

対象 
開講 
時期 

講座名 実施場所 実施機関 
定員
(人) 

訓練 
期間 

身体障害者 偶数月 Office 総合基本コース 小田原・開成 
ＰＣアカデミー 

 オーシャン 
４ ２カ月 

知的障害者 随 時 実践能力訓練科 相模原市 
社会福祉法人 

すずらんの会 
５ ３カ月 

精神障害者 毎 月 就労準備科 横浜市港南区等 

NPO 法人 

かながわ精神障害者就労支援 

事業所の会 
 ３ ３カ月 

 

平成２０年度の訓練と募集を行う期間（訓練期間が若干異なるコースもあります） 

  

訓練期間 訓練を行う日 申し込み期間 説明会 面接予定日 

 
７月１日(火)～9月２５日(木) 

 
７月１日(火)～７月２９日(火) 

5 月１６日(金）～ 6 月４日(水) 5 月 1４日(水） 6 月１０日(火) 

6 月 12 日(木) 

 
10月１日(水)～12月2２日(月)  

 
10月２日(木)～11月28日(金) 

8 月 21 日(木）～ 9 月３日(水) 8 月２０日(水) 9 月 ９日(火) 

9 月 11 日(木) 

 
1月７日(水)～3月2４日(火) 

 
1月７日(水)～２月2７日(金) 

 
1月６日(火)～２月 3日(火) 

11 月 1４日(金）～12 月３日(水) 11 月 1２日(水) 12 月  ９日(火) 

12 月 11 日(木) 

     
神奈川障害者職業能力開発校 

   〒228-0815 相模原市桜台 13 番 1 号  

TEL(042)744-5558  FAX(042)740-1497 
神奈川県商工労働部雇用産業人材課 

               〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 
               TEL(045)210-5715  FAX(045)201-6952 
 

 
－６－ 

 



 

               障害者就職促進委託訓練申込書（精神障害者用） 

神奈川障害者職業能力開発校長 殿 

※受付 
  番号 

 

講座名 就労準備科  （ＮＰＯ法人かながわ精神障害者就労支援事業所の会） 

 ふりがな   性  別 □ 男       □ 女 
 
 氏    名 
 

 
 

 生  年 
 
 月  日 

 
年    月     日生 

       （          歳） 
現 住 所 

 
  

郵便番号（     －      ） 
 
 
電  話     （    ）         ＦＡＸ     （       ） 

 
 
 
 
 学 歴 等 
 
 
 

□中学 
□中等教育学校前期課程 
□高校 
□中等教育学校 
□高専  
□特別支援学校 
□短大 □大学 
その他（         ） 

             
 
            部 
 
 

科  
 
 

    年   月 □卒業（修了） 
        □中退 
            
 
 
 
 

雇 
用 
保 
険 
の 
受 
給 
状 
況 

□雇用保険の失
業給付の受給
資格あり 
□受給中 
□手続中 
□未手続 

□雇用保険の失
業給付の受給
資格なし 

在 職 期 間             仕 事 の 内 容          退 職 理 由            職    歴 
 
 

 
      年   月～    年   月 

 
 

 

受   講   期   間 受講した種類 備         考 訓練状況 
 
      年   月～    年   月 

□社会適応訓練事業 
□就労支援促進事業 
□その他（       ） 

 

通 所 先 の 名 称 通  所  期  間 参  加  状  況 作業所等 
通所状況  

 
 
  年  月～  年  月 

  

 
等    級  精神障害者 

       保健福祉手帳 
             都 道 府 
 
             県 市 

 
第     号 

 
  年  月  日交付 

  
            

      備考１ □のある欄は、該当する□内にレ印を記入してください。 
          ２ ※印欄は、記入する必要はありません。                 

   医療機関、推薦機関記入欄          ※課 程 
 

□短期課程 
上記の者は訓練受講することは可能と思われる 

※受付年月日  
年   月   日 

※受 付 番 号        第          号 

※受 付 機 関      

担当者     印 

※面 接 決 定 

 日 時 

月  日 

    時    分 

機関（施設）名 
 
 
住 所（所在地） 
 
 
電 話（連絡先） 
 
医師、責任者、スタッフ名 

 ハ ロ ー ワ ー ク 
記入欄 

※備 考 
 

【公共職業安定所処理要領】 

① 神奈川障害者職業能力開発校（℡：042-744-5558）に連絡し面接時間を確認、申込書とパンフレットの２カ

所に時間を記入。 

② 個人情報保護のため本シートのＦＡＸ送付は、お控えください 



 

ハローワーク（公共職業安定所）所在地等一覧 
 

 電話、郵送、e-mail、ＦＡＸでの受付は行っておりません。 

 

 

神奈川障害者職業能力開発校 

   〒228-0815 相模原市桜台 13 番 1 号  

TEL(042)744-5558  FAX(042)740-1497 
神奈川県商工労働部雇用産業人材課 

               〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 
               TEL(045)210-5715  FAX(045)201-6952 

ハロー 
ワーク 

所   在   地 電 話 番 号 管  轄  地  域 

横 浜 
〒２３１－０００５ 
横浜市中区本町 3-30 

(045)663-8609 
横浜市のうち神奈川区、西区、中区、南区、港

南区、保土ヶ谷区、旭区、磯子区 

横浜南 
 

〒２３６－８６０９ 
横浜市金沢区寺前 1-9-6 

(045)788-8609 

横浜市のうち金沢区、横須賀市のうち船越町、
港が丘、田浦港町、田浦町、田浦大作町、田浦

泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、追

浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、
浜見台、追浜南町、逗子市、三浦郡 

鶴 見 
〒２３０－００５１ 
横浜市鶴見区鶴見中央 3-3-36 

(045)501-8609 横浜市のうち鶴見区 

港 北 
〒２２２－００３３ 
横浜市港北区新横浜 3-24-6 
横浜港北地方合同庁舎 

(045)474-1221 横浜市のうち港北区、緑区、都筑区、青葉区 

戸 塚 
〒２４４－８５６０ 
横浜市戸塚区戸塚町 3722 

(045)864-8609 
横浜市のうち戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区、 
 

川 崎 
〒２１０－００15 
川崎市川崎区南町１７-２ 

(044)244-8609 川崎市のうち川崎区、幸区 

川崎北 
〒２１３－８５７３ 
川崎市高津区千年 698-1 

(044)777-8609 
川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、
麻生区 

横須賀 
〒２３８－００１３ 
横須賀市平成町 2-14-19 

(046)824-8609 
横須賀市のうち横浜南公共職業安定所の 
管轄を除く地域、三浦市 

平 塚 
〒２５４－８５７８ 
平塚市松風町 2-7 

(0463)24-8609 平塚市、伊勢原市、中郡 

小田原 
〒２５０－００１２ 
小田原市本町 1-2-17 

(0465)23-8609 小田原市、足柄下郡 

藤 沢 
〒２５１－００５４ 
藤沢市朝日町 5-12 
藤沢労働総合庁舎 

(0466)23-8609 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡 

相模原 
〒２２９－００３６ 
相模原市富士見 6-10-10 
相模原地方合同庁舎 

(042)776-8609 相模原市 

厚 木 
〒２４３－０００３ 
厚木市寿町 3-7-10 

(046)296-8609 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡 

大 和 
〒２４２－００１８ 
大和市深見西 3-3-21 

(046)260-8609 大和市、綾瀬市 

松 田 
〒２５８－０００３ 
足柄上郡松田町惣領 2037 

(0465)82-8609 秦野市、南足柄市、足柄上郡 


